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２０１８年　３月１３日（木） 第２１１号

研究者として成長できる 教育 ・ 労働条件を実現しよう

（１）　第２１１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　２０１８年　３月１３日（火）

人事労務チームの無期転換サイト

学習会のご案内
３月23日（金）

１８：００～
場所　５階会議室
テーマ　無期転換申込権について
＊組合員に限定することなく、ど
なたでもご参加できます。交流
がメインです。お気軽にご参加
ください。

非
常
勤
講
師
で
も
無
期
転
換
で
き
ま
す

研
究
開
発
力
強
化
法
の
「
10
年
」
は
、〈
教
育
〉
だ
け
を
契
約
内
容
と
す
る
教
員
に
は
不
適
用

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
！

アクセス可能です。

さっそく
準備しよう！

http://www.mie-u.
ac.jp/internal/staff/
tetuduki/post-8.html

　
有
期
雇
用
労
働
者
で
５
年
を

超
え
る
人
に
、
労
働
契
約
法
18

条
に
基
づ
く
〈
無
期
労
働
契
約
〉

に
転
換
す
る
権
利
が
保
障
さ
れ

ま
す
。
三
重
大
学
で
も
、
人
事

労
務
チ
ー
ム
が
そ
の
た
め
の
申

請
書
等
を
ア
ッ
プ
し
た
サ
イ
ト

を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
非
常
勤

講
師
、
あ
る
い
は
事
務
補
佐
員

の
み
な
さ
ん
で
該
当
さ
れ
る
人

は
、
さ
っ
そ
く
こ
の
サ
イ
ト
に

ア
ク
セ
ス
し
、「
無
期
労
働
契

約
転
換
申
込
み
書
」
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
提
出
日
、
所
属
、

職
名
、
お
よ
び
氏
名
を
記
載
し
、

「
各
部
局
等
人
事
担
当
」
に
提

出
す
れ
ば
Ｏ
Ｋ
で
す
。

　
不
安
が
あ
る
人
は
、
人
文
学

部
支
部
ま
で
ご
相
談
い
た
だ
け

れ
ば
、
同
行
も
含
め
て
対
応
し

ま
す
。

な
り
「
研
究
開
発
力
強
化
法
の

適
用
者
は
10
年
し
な
い
と
転
換

で
き
な
い
」
と
誤
解
を
招
く
表

現
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
法
律

は
「
教
育
担
当
」
の
有
期
雇
用

教
員
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

誤
っ
た
情
報
に
惑
わ
さ
れ
る
必

要
な
あ
り
ま
せ
ん
。
必
要
で
あ

れ
ば
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　
上
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取

り
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
Ｐ
Ｃ
に
送
信
し
、

ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
同
サ
イ
ト
に
は
い
き

人事労務チームの

ウェブサイトから



２０１８年　３月１３日（火）　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２１１号　（２）

非正規教職員の無期転換権を適正に保障させよう

３月13日の学長との団体交渉での要求事項
１．非常勤雇用の無期転換制度について

（１）昨年度の交渉において、無期転換権を得た職員から申し込みがあれば、無期転換を行

うことを考えているとご回答がありましたが、この方針に現在も変わりないでしょうか。

また、非常勤講師や非常勤の研究委員等についても、無期転換権を得た方からの申し込み

があれば、無期転換を行いますか。

（２）現在雇用されている非常勤の教職員を対象に、無期転換制度についての説明や、制度

の通知をどのように行われますか。

（３）昨年度の交渉において、労働契約書に無期転換制度のことを記載し、制度を理解して

もらうように措置するとのご回答がありましたが、労働契約書の様式の準備等は終えてい

ますでしょうか。もし準備が終えられているようでしたら、改定後の労働契約書の書式を

ご提示ください。

４．労働時間等の業務量の変化にかかわる諸課題について

（１）学内でさまざまな部局の改変やプロジェクト事業等の立ち上げにともなって、学内で

の兼業が増加してきています。学内での兼業の勤務形態で従事する職員の労働時間や業務

量の管理について、三重大学はどのように考えていますか。

（２）業務の変更や変化にともなって、業務負担が変化してきているものがあります。例え

ば、教員免許更新講習では、三重大学での受講生が増加し、教職員の業務負担が増加し

てきています。また、現在検討されている入試制度改革によって、記述試験の割合が増加

した場合、その採点にかかわる業務負担が担当教員に生じる可能性もあります。このよう

な業務変更・変化にともなう業務負担の変動に対して、三重大学はどのようなお考えをもっ

ており、どのように対応するお考えかをお聞かせください。

（３）職員の残業が相変わらず恒常化しています。職員の恒常的な残業について、三重大学

はどのように考えていて、その是正策についてどのようにお考えなのかをお聞かせくださ

い。

５．井戸水使用にともなう研究環境問題について
（１）継続的に、使用している井戸水の水質検査を実施し、健康への影響のモニタリングと

職員への通知を求めます。

（２）井戸水を研究等に用いる際には大きな問題があり、必要な研究室では独自に純水製造

装置を設置しています。組合で少し確認したところ、この純水製造装置の設置および維持

のための費用を、大学から補助を受けている研究室と受けていない研究室がある可能性が

あります。三重大学が該当する校舎のすべての研究室等について調査し、研究や業務の上

で純水製造装置が必要な研究室等については、その費用を負担されることを求めます。

６．その他、支部からの要求事項など
（２）人文学部支部

①　学生バイト紹介問題 昨今、学生のブラックバイトなどが社会問題となっています。し

かしながら三重大学において、学生サービスチームが生活協同組合に学生のアルバイトを

紹介する業務を委託するに際して、「最初の半年間は紹介しない」旨の制限を設定してい

ます。われわれはこの制限は、ブラックバイトの温床であると考えます。この制限の撤廃を

強く求めます。

（３）工学部支部

①　教室系技術職員の先任技術専門員への昇格について

②　再雇用職員の待遇について

　再雇用職員の一週間の勤務時間数は、15 時間 30 分から 31 時間までとなっていますが、

上限を 38.75 時間まで引き上げるように求めます。

　教室系技術職員の特任一般職員への適用を事務系職員と同等に行うように求めます。

　教育職の職員は条件付きであれ、65 歳までの定年延長となっている中、一般職員の 60

歳定年、再雇用に関し、どのようにお考えかお示しください。

（４）生物資源学部支部

①学内のバリアフリー化の一層の推進

13日
9:00 ～

学
長
と
の
団
体
交
渉
を
実
施
し
ま
す

駒
田
学
長
と
直
接
対
話
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す

　
毎
年
恒
例
の
学
長
と
の
団
体

交
渉
が
、
13
日
に
実
施
さ
れ
ま

す
。
こ
の
う
ち
退
職
手
当
引
き

下
げ
に
関
し
て
は
１
月
に
交
渉

し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
外
が

中
心
に
な
り
ま
す
。
主
な
議
題

は
、
左
記
の
と
お
り
、
人
文
学

部
で
学
部
長
と
交
渉
し
て
い
る

内
容
と
同
一
で
す
。
組
合
員
は

ど
な
た
で
も
出
席
で
き
ま
す
。


